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海外富裕層に学ぶ資産防衛術

長谷川建一
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長谷川建一 Kenichi Hasegawa

国際金融ストラテジスト ＜在香港＞

シティバンクグループ日本及びニューヨーク本店にて資金証券部門の要職を歴任後、
シティバンク日本のリテール部門やプライベートバンク部門で活躍。 2004年末に東
京三菱銀行(現MUFG銀行)に移籍。リテール部門でマーケティング責任者、
2009年からは国際部門に異動し、アジアでの新規事業戦略として香港でのウエル
スマネージメント事業を2010年に立ち上げた。2015年には香港でNippon 
Wealth Limitedを創業、香港金融管理局からRestricted Bank Licence を
取得し、一から銀行を創り上げた。

香港証券先物委員会に証券ライセンスの取得を申請中、香港保険監管局からは
保険代理店ライセンスを取得済み(2021年9月)で、今後のアジアの発展を見据
えた富裕層向け金融グループの創設に取り組んでいる。

世界水準の投資機会や戦略、アジア事情に精通。ネットメディアへの寄稿も多く、
個人公式サイトも運営して、金融・投資啓蒙にも取り組んでいる。香港をはじめ、
日本やアジア各地での講演も多数。丁寧でわかりやすい解説には定評がある。

京都大学法学部卒・神戸大学経営学修士（MBA）
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経歴

1988年４月 シティバンク東京支店に入行、資金証券部に配属される

1996年８月 シティバンク本店(ニューヨーク)資金証券部に移籍

2000年１月 シティバンク東京支店に復帰

2004年12月 東京三菱銀行に移籍

マーケティング・商品部の責任者に就任

2010年4月 三菱東京ＵＦＪ銀行香港支店に異動

ウエルスマネージメント事業の責任者となる

2010年12月 三菱東京ＵＦＪ銀行香港支店で同事業を開業

2012年7月 同行を退職

2013年8月 OJBC Co.,Limited 創設 (Nippon Wealth Limitedの準備会社)

2015年4月 Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank を開業

2021年4月 Wells Japan Holdings Limited 創業

2021年9月 Wells Insurance Hong Kong Co., Limited 開業
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Chapter1-市場リスクの把握-

円安

物価上昇圧力

人口減少・高齢化

産業競争力低下

通貨安＝資産目減りのリスク
経済活動の鈍化
企業成長力の低下

エネルギー価格高騰
商品価格高騰
食料自給率低下

COP26
グリーンエコノミー

半導体
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Chapter1-市場リスクの把握-

米ドル・円
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Chapter1-市場リスクの把握-

原油相場(先物)
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Chapter1-市場リスクの把握-

インフレ率：米国
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Chapter1-市場リスクの把握-

【国内】

【海外】

→P20で詳しく

×

×

×

×

資産
保有

資産
保有

税率
市場リスク

・単一資産から複数資産へ。
・オーナー様を握っている不動産会社だからこそできる資産活用提案。

税率
市場リスク

低税率
将来性があるマーケット

高税率
円安リスク
インフレリスクオーナー

オーナー

【資産分散】

【単一資産】

不動産会社様だからこそ可能な資産活用提案
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Chapter1-市場リスクの把握-

不動産会社様のメリット

①結果的に売買(両手売買)が発生
※オーナーチェンジ後の管理継続で管理手数料収入はそのまま

②今までしていたオーナーアプローチの幅が広がる
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Chapter1-市場リスクの把握-

今後予想される政策

○資産把握のためのルールと富裕層増税
・分配の大義名分のもと富裕層に課税
・CRS(情報交換システム)
・AML
・資産課税強化 ～ 相続税・贈与税・資産税
・マイナンバー普及 ～ タックスID
・新円切り替え ～ 2024年度上期
旧紙幣と新紙幣の交換比率を1万円：8,000円とするような奇策も

【新円切り替えと財産税】1946年

○金融緊急措置令 (1946年2月16日)
・新円切り替え
旧紙幣は3月2日まで利用可能
旧紙幣と新紙幣の交換は2月25日から3月7日まで
交換限度は1人につき100円まで
それ以上の旧紙幣は銀行預金として封鎖
・預金封鎖
・臨時財産調査
3月3日時点での財産を4月2日までに申告するよう強制

○財産税 (財産税法1946年11月11日法律第52号）
・25%(10万円)～90％(1500万円)
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Chapter2-国内富裕層に今後起こりうる課題-

【日本】
・先進国からの脱落も
・インフレに取り残されるリスク
・デフレに苦しむ
・相対的に「安い」国へ
・増大するカントリーリスク

【世界】
・成長力を競う世界各国
・インフレ率の上昇
・資源問題
・物価上昇の抑制
・カップリングとデカップリング

富裕層に共通する強い
ニーズ

一族のご資産を護り、殖
やし、次世代につなげてい

くこと

「資産防衛」
「資産分散」

【国外】
日本国外には

ソリューションはあるが言語と心理的な壁

【国内】
日本国内には

ソリューションもその提供業者も不在
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Chapter2-国内富裕層に今後起こりうる課題-

不動産オーナー様の典型的なポートフォリオ

○総資産に占める不動産比率が高い

・相続時の遺産分割
・納税資金の準備
・不動産の相続税評価

○不動産市況のリスク
・円安リスク
・インフレリスク

年間投資収益 3.0％
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Chapter2-国内富裕層に今後起こりうる課題-

相続発生時に起こること

現社長(長男)

社長実弟(次男)

社長実妹(長女)

1/3

1/3

1/3

相続財産は特に遺言でも
ない限り均等に1/3に分割
され相続される。

不動産は分割協議が難航。
株式も3分割され相続され
ると将来の会社の意思決
定などに影響が及ぶことが
懸念される。

相続税55％を現金納付

相続税55％を現金納付

相続税55％を現金納付

不動産や非上場株は評価が高いと、
相続税額も高くなり、それに見合う現金がないと支払いに窮する。
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ソリューション・事例
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Chapter3-ソリューション・事例-

【海外富裕層の鉄則】何故、富裕層は富裕層であり続けられるのか？

①所有から支配へ

ファミリーで長期的な計画・対策を講じている
信託や財団などの仕組みを取り入れている

②資産をしっかりと国際分散「保全」

金融の仕組みを活用して分散保全

③使うだけではなく、しっかりと国際分散「運用」

確りと運用して殖やす戦略・手段がある
プロフェッショナルを活用
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Family Estate Planning（資産承継計画） の重要性

Family Estate Planning とは、万が一の場合に備えて、生存中あるいは死後の財産管
理や配分について計画し対策を講じておくことです。

これは、海外の富裕層では当たり前のことですが、日本人富裕層ファミリーは、こうした取り組
みをほとんどしていません。グローバル化が加速する中で、先を見越したファミリー資産マネージ
メントを、法的にもしっかりとした枠組みで実践していく事が必要です。

Chapter3-ソリューション・事例-
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Chapter3-ソリューション・事例-

【課題①】日本の不動産オーナー様の典型的なポートフォリオ

○総資産に占める不動産比率が高い

・相続時の遺産分割
・納税資金の準備
・不動産の相続税評価

○不動産市況のリスク
・円安リスク
・インフレリスク

年間投資収益 3.0％
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具体的な課題と解決策

■課題①

○集中投資リスクと相続時の流動性欠如
・集中したポートフォリオのリスク
→不動産リスク、人口減少リスク、日本のリスク

・将来の相続税支払い時に流動性を欠く
→相続発生時にキャッシュ無し。

Chapter3-ソリューション・事例-
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不動産オーナー様におすすめするポートフォリオ

○国内不動産を金融資産に置き換え
総資産に占める不動産比率を下げる

○納税資金のために流動性を高める

○金融資産は利回りを追求し、通貨や
投資対象を国際分散する

・不動産市況のリスクの低減
・円安リスクの低減
・利回り追求によるインフレリスクの低減

年間投資収益 3.0％年間投資収益 7.0％

トータル投資収益 5.0％

Chapter3-ソリューション・事例-
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具体的な課題と解決策

■解決策① 海外金融資産へのシフトによる、分散投資ポートフォリオの実現

①保有する国内不動産を海外金融資産等に転換し、積極的に海外資産運用する
先手を打った承継対策を採り、将来の相続税の負担に備える。

②利回りの向上により、相続までの時間で資産を増強する。

③流動性を確保し、相続時のキャッシュニーズに備える。

海外生命保険（多額の保険金額も可能）を活用した相続税キャッシュ対策も可能。

Chapter3-ソリューション・事例-
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具体的な課題と解決策

■解決策②のメリット

①個人の資産承継対策が相対的に容易になる。

②世界の優れた投資機会や商品にアクセスできる。

③国際分散投資を実現できる。国内だけでの運用リスクを分散できる。

Chapter3-ソリューション・事例-
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【課題②】相続発生時

現社長(長男)

社長実弟(次男)

社長実妹(長女)

1/3

1/3

1/3

相続財産は特に遺言でも
ない限り均等に1/3に分割
され相続される。

不動産は分割協議が難航。
株式も3分割され相続され
ると将来の会社の意思決
定などに影響が及ぶことが
懸念される。

相続税55％を現金納付

相続税55％を現金納付

相続税55％を現金納付

不動産や非上場株は評価が高いと、
相続税額も高くなり、それに見合う現金がないと支払いに窮する。

Chapter3-ソリューション・事例-
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Chapter3-ソリューション・事例-

海外信託の仕組み

海外信託会社

海外信託会社

委託者(お客様)

国際法務税務
アドバイザー

アレンジャー兼運用アドバイザー

受託者
受益者

収益

信託

金融資産

監査人

資産運用
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具体的な課題と解決策

■課題② 会社の株式承継と資本政策

先代社長奥様が保有される株式会社株式を、会社経営の安定の観点から如何に承継
するか？
万一の場合は、相続が発生し、保有株式は、社長ご兄弟(3名)で均等に財産分割して
相続することとなる。

・会社の意思決定にとっては、マイナスの影響が懸念される。
・非上場株の相続は、相続人に相続税納付の負担を発生させる。

Chapter3-ソリューション・事例-
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具体的な課題と解決策

■解決策① 海外信託の活用による議決権の確保

①海外信託を設定し、先代社長奥様に、その持株20万株を「信託」いただく。
（※譲渡益に約20％の譲渡所得税）

②海外信託は「慈善目的」として設定する一方、信託された株の「議決権」行使者に現社
長を指名する。現社長からの代替わり時には、後継となる議決権行使者を指名することで足
り、相続などは発生しない。（議決権の分散防止）

③信託財産となる株からの配当は、信託の運営費用に充当するほか、残余分は運用に回
し、信託財産の増加を企図する。

④信託した株式は相続財産から除外されるため、相続税の負担が生じない
（相続税負担の軽減）

Chapter3-ソリューション・事例-
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具体的な課題と解決策

■解決策①のメリット

【会社経営】
海外信託の活用により、現社長が安定した議決権を確保できる。将来の代替わり時にも、
後継者を指名するだけで相続は発生しない。

【相続税対策】
信託した株式は相続の対象とならないため、相続税の負担を将来にわたって軽減することが
可能。

【運営コスト】
信託財産である株式からの配当と余剰資金の運用により、永続的に信託スキームを維持管
理することが可能。

Chapter3-ソリューション・事例-
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海外信託を使った富裕層向けソリューション

○超富裕層ファミリーには、一般的なスキームだが・・・日本人富裕層には普及進まず。

○日本でサービス提供できるプロフェッショナルは皆無
・所有権分離・支配権確保により、相続財産の対象外にできる上に、資産の管理・運用・
処分はファミリーに残る
・法的な枠組みをしっかり押さえることが肝要
・中途半端な仕組みでは効果が台無しに

○世界的なネットワークと信頼できるプロフェッショナルチームによるサービス提供

Chapter3-ソリューション・事例-
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Family Estate Planning（資産承継計画） の手順

① 資産承継プランの作成

アドバイザー契約の締結
現社長・先代社長奥様のご意向・ご希望のヒアリング
ご資産のアセスメント
プランの作成

② 資産承継プランの実行

ストラクチャー・管理・運用体制の構築
信託の設定
受託者の選定
運用委託

② 資産承継プランの実行

信託管理の記録
金融資産の管理・運用
議決権行使の確行
年次監査、報告

約3カ月

約3カ月

定期(年次)レビュー

Chapter3-ソリューション・事例-
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海外富裕層ソリューション活用
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富裕層向けソリューション

○ファミリーオフィス
・一族のご資産を確りと護り、殖やし、次世代につなげてるための富裕層ファミリー向け
サービスに特化したブティック金融機関

■海外信託
■相続・資産承継アドバイス
■事業承継やM&A

■金融資産運用
■不動産管理・運用
■実物資産・動産管理

Chapter4-海外ソリューション・活用-
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グローバルアセットマネジメント①

○香港プロ投資家制度を活用して、富裕層に的を絞った金融商品や投資機会を提供

・香港８百万ドル(1億2千万円)以上の金融資産を持つ方は、プロ投資家宣言をすることで、
高度な金融商品や一般には提供されない投資機会にアクセスできるようになる香港の制度。

取り扱い金融商品

• SFC登録ファンド
• 株式売買
• 債券
• FX 為替取引

• オルタナティブファンド
• 香港・アジアIPOファンド
• PIPO (公開前の投資機会へのアクセス)
• 再生可能エネルギー投資
• 投資一任勘定
• 証券担保ローン

Chapter4-海外ソリューション・活用-
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グローバルアセットマネジメント②

○リスク分散を徹底
・香港の金融機関
・管理は金融の仕組み(グローバルカストディサービス)を使い香港外で実施

○香港やアジアの投資機会を追求
・日本の金融機関ではアクセスできない、香港IPO・PIPO市場に金融機関としてアクセス
中国企業のIPO増加トレンドは不変
成長を続けるアジア・中国の成長を富裕層の運用ポートフォリオに取り込み資産増大をお手伝い
急拡大する再生可能エネルギー投資の機会の取り込み

Chapter4-海外ソリューション・活用-
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1842年 南京条約で清国からイギリスに割譲
1984年 英中共同宣言(国連承認済) 一国二制度
1997年 香港返還
2019年 反政府デモ
2020年 国家安全維持法施行

香港の概要

概要

・人口:739万人 (2021年)
・面積:1,110㎢
・人口密度:6,699人/㎢
・家計(平均月額家計支出):HK$30,230 (2020年) ※日本: 27.8万円(2020年)

法律

民法、商法、会社法、刑法などコモンロー(英国法に近似)

歴史

※札幌市1,121㎢

Chapter4-海外ソリューション・活用-
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香港の優位性

香港 シンガポール 東京

法人所得税（表面税率） 16.5％ 17％ 23.2％

個人所得税（最高税率） 17％ 22％ 45.95％

付加価値税（標準税率） 0％ 7％ 10％

日本への利子送金課税（最高税率） 0％ 10％

日本への配当送金課税（最高税率） 0％ 0％

自由貿易港として発展 ヒト、モノ、金、情報の出入りに制限なし 安定した通貨 香港ドルは米ドルとのペッグ制

簡潔で低率な税体型

課税対象は香港内での利益または収入のみ

・法人税 16.5％

・所得税 2.0～17.0％(標準税率15％)

・キャピタルゲイン課税ゼロ

・配当課税ゼロ

アジア最大の資産運用市場　 世界トップへ(2025年)

アジアトップの金融センター

・アジア最大の証券市場

・安定した通貨(香港ドルは米ドルとのペッ

グ制)

・アジアトップクラスの証券市場

・世界トップのIPO証券市場

高度な研究・教育機関が香港に集積

米国）	スタンフォード、ハーバード、MIT、

		ジョンズホプキンス、シカゴ、

		カリフォルニア工科大

英国）	オックスフォード、ケンブリッジ、

		インペリアルカレッジ、マンチャスター大

スイス）	チューリッヒ工科大学、

フランス）	パスツール研究所

豪）	シドニー大

香港）	香港大学、香港中文大学、香港理工大学、香港科学技術大学

中国）	トップ10の研究大学院のうち5つ

Chapter4-海外ソリューション・活用-
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Chapter5-さいごに-

本日のポイント3点

① 国内資産に集中した資産構成のままでは、リスクは大きい。

② 承継まで見据えた対策を急ぐべき。時間を掛けるほど余裕ある対
策を打てる。

③ 「資産防衛」や「資産分散」は「王道」であり、海外には多くのソ
リューションあり有効。



今後より会員様へご提供するサービスの質向上を目的として

今回の勉強会にご登壇いただいた長谷川氏とタイアップしていきます。

長谷川氏とのタイアップ企画

国際金融ストラテジスト
長谷川建一



オーナー通信バージョンアップ

全管協総研で毎月発行しているオーナー通信

に本日ご登壇いただいた長谷川氏執筆の記事を

追加予定です！

金融のプロ目線でより分かりやすく、専門性の高い

情報提供をしていきます。

国際金融ストラテジスト
長谷川建一

長谷川氏とのタイアップ企画



【無料資産相談】
経営者様ご自身の資産運用/管理のご相談を長谷川氏が担当します。

【オーナーセミナー講師】
貴社主催のオーナーセミナーを長谷川氏と全管協総研でサポートします。

■ご提供させていただくもの

①当日のセミナー講師(長谷川氏)

②初回セミナー企画(全管協総研)

③セミナー資料

④オーナー様の個別資産相談

■セミナーテーマ(予定)

①不動産オーナー様の資産防衛について

②具体的な資産対策方法

③今後考えられるリスクについて

国際金融ストラテジスト
長谷川建一

長谷川氏とのタイアップ企画



【VIPオーナー香港視察ツアー(時期未定)】
実際にVIPオーナー様に香港現地を見てもらい様々な情報を取り入れてもらう。

・香港の現地視察

・海外口座開設

・金融/資産活用勉強会

長谷川氏とのタイアップ企画



Ⓒ2022 zenkankyosoken

13：00～13：10 はじめに

13：10～14：10 第1講座(長谷川氏)

14：10～14：20 Q＆A・ご案内

14：20～14：50 第2講座(末永氏)

14：50～15：00 Q＆A・ご案内・アンケート回答

本日の流れ



【物件管理】 から 【資産管理】
オーナー様と「絆」を深める方法

株式会社アミックス
代表取締役 末永照雄45



株式会社アミックス 代表取締役社長

三光ソフランＨＤ株式会社 取締役

全国賃貸管理ビジネス協会 理事

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 前会長

一般社団法人 IREM JAPAN副会長

昭和31年8月2日、東京生まれ。

上智大学在学中、実家である不動産会社の手伝いを機に不動産事

業をはじめる。

大学卒業後、株式会社アミックス入社。

会社経営に参画しながら、独自の視点で不動産投資を展開し、成

果をあげる。現在はその豊富な知識と経験をもとに、投資や経営

のアドバイザーとして、セミナーでの講演や相談会など積極的に

活動中。

末永照雄

46
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１ 会社概要・業績数値

２ 事業紹介

３ オーナー様との関係強化

4 まとめ



会社概要
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1956年

1987年

2011年

2021年

開業当時の店舗

株式会社アミックス

豊島区目白にて創立

複数社を合併し、アミックス設立

三光ソフランホールディングスに加入

創立65周年を迎える

本社
中央区八重洲

東東京支社
葛飾区亀有

江戸川支社
江戸川区瑞江

1 アミックスとは
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1 三光ソフランホールディング
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1 組織
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1 事業紹介
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1 取扱業務



業績
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1 業績推移
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1 管理戸数推移



建築事業
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建築事業/狭小地で木造3階建てのご提案

埼玉県さいたま市

【木造3階建て1K6戸】
34.11坪（112.79㎡）

東京都北区

【木造3階建て1K9戸】
122.93㎡（37.18坪）

千葉県船橋市

【木造3階建て1K9戸】
143.52㎡（43.41坪）

東京都足立区

【木造3階建て1K6戸】
89.70㎡（27.13坪）

東京都足立区

【木造3階建て1K6戸】
97.51㎡（29.49坪）

東京都江戸川区

【木造3階建て1K9戸】
33.06坪（109.29㎡）

2
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2 建築事業/価格比較

Ｃ社

Ａ社

Ｂ社

知名度
信頼度

価格

知名度・信頼度：テレビＣＭや企業規模、資本金や倒産リスク等

価格：利益率、広告宣伝費、その他販管費等

Ａ社：ハウスメーカー
大手デベロッパー

Ｂ社：中小建築会社
地域密着型建築会社

Ｃ社：地元工務店
一人親方
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建築事業/販促2



リノベーション事業
コンバージョン事業
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2 リノベーション事業/はらっぱ団地
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2 コンバージョン事業
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2 リノベーション事業/事例集



サブリース事業
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2 サブリース事業/50年サブリース

［運用事例］ 目白第一ハウス

（1981年完成、木造ワンルームアパート10戸）
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サブリース事業/集客DM(内覧会)2
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2 キーワードは二極化



賃貸管理
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2 賃貸管理事業/電子契約化

電子契約

1,685契約締結
※１．2021年1月～12月

※２．全2,221契約

約76％

・電子契約導入を契機に、契約業務全般をデジタルシフト化

・社員を労働集約的な業務から解放

・顧客（家主）の資産価値向上をコア業務へ
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2 賃貸管理事業/オーナー担当制度

・１人のオーナー様に対し、１人の担当者がすべて対応

オーナー様へ多方面（様々な部署や関係会社）からの

連絡を避け、オーナー様のストレスを緩和

・有効活用、不動産投資、税金等に関することの相談を

１人の担当者にすべて相談できる

信頼関係の構築ができ、管理解約抑制につながる
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2 賃貸管理事業/オーナーマトリクス表：アミックス
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2 賃貸管理事業/オーナー分類

大 中 小

A B C

管理 a 5 15 20 40

専任 b 10 10 15 35

一般 c 20 50 40 110

35 75 75 185
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2 感謝状
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2 私募債の発行/社債



売買事業

76
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2 将来人口予測

出展：国土交通省
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2 人口の低密度化と地域的偏在

出展：国土交通省
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2 人口の二極化

全 国 的 ⇒ 東京一極集中

地 域 別 ⇒ 大都市に一極集中

都道府県別 ⇒ 中心都市に一極集中

都 市 別 ⇒ 人気スポットへ集中

キーワードは
「二極化」
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2 将来人口予測/東京都の人口

1億2,800万人

1,400万人

700万世帯

350万世帯

日本の人口

東京の人口

東京の世帯数

東京の単身者

日本国内で一番最後まで

賃貸需要があるのが

東京のワンルーム

2010年

2025年

2035年

2040年
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2 売買事業/建売アパート
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2 売買事業/相続対策

相続税評価額と現在の価格との差

路面店舗

→「評価減」と「収益性」



小口化事業
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2 小口化事業/あみシェア

第1弾

第2弾
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2 小口化事業/あみシェア
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2 小口化事業/あみシェア



海外事業
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2 海外事業/カンボジア分譲
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2 海外事業/カンボジア分譲
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2 海外事業/カンボジア分譲
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2 海外事業/ナイジェリア分譲
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2 海外事業/ナイジェリア分譲



オーナー様との関係強化
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3 オーナー様向け（会報誌）
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3 社長ブログ
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3 YouTubeチャンネル

#不動産投資 #カンボジア #海外 #アミックス #分譲 #賃貸

アミックスカンボジアでは、様々
な不動産投資・開発事業を展開中。
「賃貸事業」
日系企業へ工場の長期賃貸
賃貸マンションの所有

「分譲事業」
土地分譲事業
住宅分譲事業
住宅開発事業

「その他」ローカルマーケット用地

【進化し続ける海外不動産投資】カンボジア編

これからも、オーナー様の資産分散や、お客様の海外投資への足掛かりやに役立
てるよう、事業展開していきます。



まとめ
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4 まとめ


